
協議事項の概要 

 

協議事項 阿賀野市営バス２次交通実証事業（ＡＩオンデマンド交通）について 

 

道路運送法第 79 条の自家用有償旅客運送にて運行する阿賀野市営バスにおいて、Ａ

Ｉを活用したオンデマンド交通の実証運行を行うにあたり、道路運送法に基づく「阿賀

野市地域公共交通会議」において協議を行うものです。 

２次交通実証事業として、阿賀野市内の交通結節点から観光地へのアクセスを確保す

ることを実証の目的としています。 

併せて、ＡＩオンデマンド交通の市内交通弱者への移動手段としての有効性について

も検証を行います。 

 なお、この事業案については令和５年６月 27 日に開催した、地域公共交通の活性化

及び再生に関する法律に基づく「阿賀野市地域公共交通協議会」において承認を受けて

おりますことを申し添えます。 
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